
【意見募集要項】 

 

１ 意見募集対象 

清水町地域公共協交通計画案に対する意見募集（パブリック・コメント）の実

施について 

 

２ 意見募集内容及び考え方 

清水町地域公共交通計画の策定に当たっては、多くの町民の皆様の意見を踏ま

え、策定作業を進めていくこととしているため、計画案（概要版）を示した上、

清水町の公共交通に対する町民の皆様のご意見を募集します。 

 

３ 意見募集期間 

令和８年１月５日（月）から令和８年２月４日（水）まで 

 

４ 応募対象者 

⑴ 町内に住所がある方 

⑵ 町内に事務所又は事業所等がある個人及び法人その他の団体 

⑶ 町内に存する事務所又は事業所に勤務する方 

⑷ その他地域公共交通計画に直接的な利害関係を有すると認められる方 

 

５ 提出方法及び送付先 

 意見提出様式（町ホームページからダウンロード可）に、住所、氏名、電話番

号、応募対象者の区分、意見（該当部分・ページ等を示してください。）を記入の

上、電子メール、郵送、ＦＡＸ又は持参により提出してください。 

⑴ 電子メールの場合 

 メールアドレス：kikaku@town.shizuoka-shimizu.lg.jp 

 ※ 件名を「地域公共交通計画案に関する意見」としてください。 

⑵ 郵送の場合 

 〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の１ 

 清水町役場 企画課企画調整係 宛て 



※ 封筒に赤字で「地域公共交通計画案に関する意見」と御記入ください。 

⑶ ＦＡＸの場合 

 055-973-1711 

※ 表題名を「地域公共交通計画案に関する意見」としてください。 

⑷ 持参の場合 

 〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の１ 

 清水町役場 企画課企画調整係 まで 

 

６ 資料の閲覧場所 

⑴ 清水町役場３階企画課窓口（土日、祝休日を除く９時00分～16時00分） 

⑵ 清水町ホームページ 

 

７ 注意事項 

⑴ 意見は、日本語で提出してください。 

⑵ 口頭・電話による意見や住所・氏名等必要事項を記入していない意見は受け

付けられません。 

⑶ 意見に対する個別の回答はいたしません。 

⑷ 提出された意見は、個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、適切に取

り扱います。 

 


